
文書木簡はいつ廃棄されるか

文

書

木

簡

は

い

つ
廃

棄

さ

れ

る

か

は

じ

め

に

木
簡
は
、
正
倉
院
な
ど
に
伝
世
す
る

一
部
を
除
き
大
部
分
が
発
掘
に
よ

っ
て

出
土
す
る
の
で
、

「発
掘
さ
れ
た
文
献
史
料
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

従

っ

て
木
簡
は
文
献
史
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
発
掘
調
査
に
お
い
て
考
古
学
資

料
と
し
て
活
用
で
き
る
。
発
掘
調
査
に
お
い
て
木
簡
が
出
土
す
る
利
点
は
大
き

い
。　
一
つ
に
は
木
簡
に
よ

っ
て
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
こ
と
で
あ

り
、
二
つ
に
は
遺
構
や
共
伴
遺
物
の
年
代
を
決
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は

前
稿

「木
簡
と
歴
史
考
古
学
」
に
お
い
て
、
木
簡
を
こ
の
二
つ
の
こ
と
に
活
用

す
る
上
で
の
方
法
上
の
問
題
点
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
前
稿
を
受

け
、
後
者
の
問
題
に
関
連
し
て
文
書
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

木
簡
に
は
年
紀
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
内
容
か
ら
年
代
が
推
測
さ

れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
、

一
般
的
に
そ
の
年
紀

。
年
代
に
よ

っ
て
木
簡
が
出
上
し

た
遺
構
や
共
伴
し
た
遺
物
の
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
木
筒

今

泉

隆

雄

を
遺
構

。
遺
物
の
年
代
決
定
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
厳
密
に
考
え
る
と
次
の

よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
木
簡
は
作
成
さ
れ

一
定
の
機
能
を
果
た
し
、

不
要
に
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
。
木
簡
に
記
載
さ
れ
た
年
紀
ま
た
は
内
容
か
ら
推

測
さ
れ
る
年
代
は
、
別
の
こ
と
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
木
簡
の
作
成
時
期
を
示

す
。
こ
れ
に
対
し
て
遺
構
や
共
伴
し
た
遺
物
の
年
代
は
木
簡
の
廃
棄
さ
れ
た
時

期
に
よ
る
。
従

っ
て
厳
密
に
言
え
ば
、
木
簡
に
よ
っ
て
遺
構

。
遺
物
の
年
代
を

決
定
す
る
た
め
に
は
、
木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
期
間
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。　
一
般
的
に
こ
の
期
間
は
短
い
と
は
思
わ
れ
て
い
る
が
、

前
稿
で
検
討
し
た
結
果
、
木
筒
の
内
容
分
類
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
期
間
は
、
文
書
は
比
較
的
短

い
。
荷
札
は
貢
進
物
に
複
数
付
け
ら
れ
、
貢
進
物
の
収
納
の
際
に
は
ず
さ
れ
て

検
収
事
務
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
、
収
納
後
も
荷
物
に
残
さ
れ
て
消
費
段
階
に

至
っ
て
は
ず
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
前
者
は
検
収
事
務
が
終
わ
れ
ば
不
要
に
な

る
か
ら
短
期
間
で
あ
り
、
後
者
は
品
目
に
よ
っ
て
長
短
が
あ
り
、
魚

。
貝

・
海

藻
な
ど
の
海
産
物
の
よ
う
に
保
存
し
に
く
い
も
の
は
す
ぐ
に
消
費
さ
れ
る
か
ら

短
期
間
で
あ
る
が
、
塩
の
よ
う
に
保
存
の
き
く
も
の
は
二
十
年
以
上
も
保
管
さ



れ
て
消
費
さ
れ
た
例
が
あ

っ
て
、
長
期
間
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
題
鉄
軸
は
文

語
を
保
存
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
数
年
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
習
書
は
記

載
さ
れ
た
年
次
と
関
係
な
く
古
い
年
紀
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
文
書
木
簡
に
つ
い
て
短
期
間
と
考
え
た
根
拠
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

０
文
書
木
簡
の
日
付
は
大
部
分
が
年
紀
を
省
略
し
て
月
日
の
み
を
記
載
す
る
が
、

こ
れ
は
文
書
木
簡
が
短
期
間
に
不
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
②
木
簡
は
紙
に
比

べ
て
記
載
文
字
数
の
割
に
か
さ
ば
る
た
め
に
、
長
文
の
も
の
と
長
期
間
保
存
を

要
す
る
も
の
の
書
写
に
は
適
さ
ず
、
日
々
の
個
別
的
な
内
容
の
文
書

・
記
録
に

用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
は
文
書
木
簡
は

一
定
期
間
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
紙
の
正
式

な
文
書
の
材
料
に
利
用
さ
れ
た
。
従

っ
て
紙
の
正
式
な
文
書
が
作
成
さ
れ
れ
ば

不
要
に
な
る
か
ら
短
期
間
の
う
ち
に
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

根
拠
は
現
在
で
も
成
立
す
る
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
短
期
間
の
う
ち
に
廃
棄
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
提
示
し
、
ま
た
廃
棄
ま
で
の
期
間
が
具
体
的
に
ど

れ
ぐ
ら
い
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解

決
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
か
つ
て
作
成
を
担
当
し
た

『
長
岡
京
木
簡

一
』

の
中
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
で
き
る
材
料
を
見
出
し
た
の
で
、
こ
こ
で
改
め

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　

公

文

書

の
保

存

文
書
木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
期
間
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
律
令

制
に
お
け
る
公
文
書
の
保
存
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て

一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

後
述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
法
制
は
紙
本
の
正
式
な
文
書
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で

文
書
木
簡
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、　
一
つ
の
目
安
と
し
て
見
て
お
く
も
の
で
あ

玄や
。令

の
文
書
保
存
規
定
　
令
に
お
い
て
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
は
公
式
令
の

次
の
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

①
　
公
式
令
８２
案
成
条

几
案
成
者
、
具
条
二
納
日
「
目
皆
案
レ
軸
。
書
二其
上
端
一云
、
来
年
某
月
某

司
納
案
目
。
毎
二
十
五
日
一納
レ
庫
使
レ詑
。
其
詔
勅
日
、
別
所
案
置
。

②
　
公
式
令
８３
文
案
条

凡
文
案
、
詔
勅
奏
案
、
及
考
案
、
補
官
解
官
案
、
祥
瑞
財
物
婚
田
良
賤
市

佑
案
、
如
レ
此
之
類
、
常
留
。
以
外
、
年
別
検
簡
、
三
年

一
除
之
。
具
録
二

事
目
一為
レ
記
。
其
須
レ
為
二年
限
一者
、
量
レ事
留
納
。
限
満
准
除
。

ω
に
よ
れ
ば
、
各
官
司
で
は
半
月
毎
に
本
司
作
成
の
文
書
の
本
案
お
よ
び
他

司
か
ら
来
た
文
書
を
成
巻
し
、
別
に
そ
の
文
書
の
目
録
を
作
成

。
成
巻
し
、
両

者
を
文
書
庫
に
保
管
す
術
．
成
巻
し
た
本
案
と
文
書
を

「案
成
」
と
呼
ぶ
。
目

録
に
は
成
巻
文
書
の
内
容
が

一
条
毎
に
記
さ
れ
、
軸
の
上
端
に
は

「年
月
十
官

司
名
十
納
案
目
」
の
よ
う
に
記
し
て
見
出
し
と
す
る
。
こ
の
軸
は
正
倉
院
に
伝

存
し
、
ま
た
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
す
る
題
簸
軸
と
呼
ん
で
い
る
形
態
の
も

の
で
あ
る
。
日
録
は
成
巻
文
書
の
索
引
の
役
割
を
果
た
す
。
こ
う
し
て
保
管
さ

れ
た
公
文
書
は
、
②
に
よ
れ
ば
、
特
別
に
永
久
保
存
に
指
定
さ
れ
た
も
の
以
外
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は
、
年
別
に
倹
簡
し
て
三
年
を
経
た
も
の
は
除
棄
し
、
除
棄
し
た
文
書
の
目
録

を
作
成
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、　
一
般
的
に
公
文
書
の
保
存
期
間
は
三
年
間
で

あ
る
。
こ
の
三
年
間
保
存
は
唐
令
の
規
定
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る

（『唐
令
拾

迫邑

公
式
令
４３
条
）。　
次
の
延
喜
式
も
含
め
て
、
規
定
が
保
存
期
間
で
は
な
く
除

棄
年
数
を
定
め
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
公
文
書
が

一
度
文
書
庫
に
保
管
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
永
久
保
存
と
決
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
詔

・
勅

・
奏
案
、

考
案

（考
文
）
、
補
官

・
解
官
案

（任
官
簿
。
解
簿
）
、
祥
瑞

（祥
瑞
の
表
奏
と
案
）
、

財
物
ス
財
物
帳
、
財
物
の
争
訟
の
判
決
文
）
、　
婚

（五
位
以
上
の
妻
妾
の
名
帳
）
、　
田

（田
図
・
田
籍
）
、
良
賤

（良
賤
の
争
訟
の
判
決
文
）
、　
市
倍
案

（市
の
貨
物
の
時
価
を

調
査
し
た
簿
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
施
行
さ
れ
た
文
書
と
案
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
こ
の
ほ
か
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
戸
令
２２
戸
籍
条
に
五
比
Ｈ
三
十
年
間
保

存
、
庚
午
年
籍
は
永
久
保
存
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

延
喜
式
の
文
書
保
存
規
定

　

『
廷
喜
式
』
で
は
、
個
別
の
文
書
ご
と
に

「○

年

一
除
」
と
除
棄
す
べ
き
隼
数
を
定
め
る
形
で
、
保
存
期
間
を
定
め
た
条
文
が

あ
る
。
管
見
で
は
、
Ａ
主
計
式
下
帳
除
条

（新
訂
増
補
国
史
大
系
六
二
六
頁
）
、
Ｂ

主
税
式
上

盆
ハ
五
四
頁
）
、
Ｃ
官
内
式

（七
五
五
頁
）
、
Ｄ
勘
解
由
使
式

（九
五
〇
頁
）

に
規
定
す
る
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
、
保
存
期
間
を
年
数
に
よ

っ
て
四
ラ
ン
ク
に
定
め
る
。

十
年
　
官
舎
帳

・
池
溝
帳

（Ｂ
）

六
年
　
大
帳

（Ａ
）
、
宮
内
省
被
管
諸
司
考
選
文

・
親
王
家
令
以
下
考
文

（ｃ
）

三
年
　
調
庸
帳

・
死
亡
帳

・
停
困
帳

・
隠
首
帳

。
（四
）
季
帳

。
諸
司
返
上
帳

（Ａ
）
、
正
税
倉
付
帳

。
租
目
録
帳

。
租
損
益
帳

（Ｂ
）
、
年
終
帳

（Ｄ
）

一
年
　
雑
任
帳

（Ａ
）

こ
れ
ら
の
規
定
と
②
文
案
条
の
関
係
は
明
確
で
な
い
点
が
あ
る
が
、
も
し
文

案
条
の
一
般
的
な
公
文
書
の
三
年
保
存
の
規
定
が
実
効
性
を
有
し
て
い
れ
ば
、

『
延
喜
式
』
で
個
別
文
書
に
つ
い
て
三
年
保
存
を
規
定
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
、

こ
れ
ら
の
条
文
の
基
が
定
め
ら
れ
た
時
期
に
は
文
案
条
は
形
骸
化
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
Ａ
ｉ
Ｄ
の
条
文
の
う
ち
制
定
時
期
が
明
ら
か
な
の
は

Ｄ
だ
け
で
、　
貞
観
十
三
年

（八
七
こ

十
二
月
に
年
終
帳
は
弘
仁
十
三
年

（八
二

二
）
と
天
長
四
年

（八
一一七
）
帳
を
護
帳
と
し
て
永
久
保
存
し
、
そ
れ
以
外
は
三

年
除
棄
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
翁
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
十
二
月
五
日
丙

午
条
）
、　
こ
れ
が
同
内
容
で
Ｄ
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。　
従

っ
て
お
そ
く
も
九
世

紀
後
半
ま
で
に
は
文
案
条
は
形
骸
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
延
喜
式
』
制
で
注
目
す
べ
き
は
、
公
文
書
の
個
別
的
な
保
存
期
間
の
な
か

で
は
や
は
り
三
年
の
例
が

一
〇
例
と
最
も
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
式
令

の
一
般
的
な
公
文
書
の
保
存
期
間
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
律
令
制

の
公
文
書
の
保
存
期
間
の
基
本
は
三
年
間
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
令
制
、

延
喜
式
制
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
を
は
じ

め
と
す
る
古
文
書
の
表
一異
の
第

一
次

。
二
次
文
書
の
年
代
を
調
査
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
目
安
と
し
て
法
制
に
つ
い
て
の
み
ぶ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

公
式
令
と

『
延
喜
式
』
の
条
文
が
保
存
の
対
象
に
し
て
い
る
公
文
書
は
紙
本

の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
案
成
条
は
文
書
の
成
巻
を
前
提
に
し
て
い
る
し
、



②
文
案
条
の
永
久
保
存
と
し
て
拳
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
紙
本
の
文
書
で
あ
り
、

三
年
保
存
の
例
と
し
て

『
令
義
解
』
と
令
釈
は
国
の
税
簿
す
な
わ
ち
正
税
帳
を

挙
げ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
の
条
文
の
挙
げ
て
い
る
文
書
も
紙
本

の
文
書
で
あ

る
。
従

っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
は
文
書
木
簡
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
前
述

し
た
よ
う
に
、
木
簡
は
紙
に
比
べ
て
記
載
で
き
る
文
字
数
の
割
に
か
さ
ば
り
、

長
期
保
存
に
適
さ
な
い
か
ら
、
そ
の
保
存
期
間
は
紙
本
の
文
書
の
そ
れ
の
三
年

よ
り
短
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
一　
長
岡
京
太
政
官
局
家
の
請
飯
文
書

長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
八
町
は
、
宮
城
東
南
隅
か
ら
二
条
大
路
沿
い
に
東
に

二
町
行

っ
た
南
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
。
こ
の
町
は
、
出
土
木
簡
か
ら
太
政
官

虜
家
の
所
在
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
町
の
ほ
ぼ
南
北
二
等
分
線
上
に
東

西
溝
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
が
位
置
す
る
。
古
い
溝
Ａ
と
新
し
い
溝
Ｂ
が
重
複
し
て
い

る
。
こ
こ
で
文
書
木
簡
の
保
存
期
間
の
問
題
の
検
討
の
素
材
と
す
る
の
は
、
滞

Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
か
ら
出
上
し
た

一
群
の
請
飯
文
書
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
か
ら
出
土
す
る
木
簡
お
よ
び
そ
の
他
の
遺
物
は
、
太
政
官
腐
家
か
ら

一

括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
木
簡
の
年
代
は
延
暦
八

。
九
年

（七
八
九
。
九
〇
）
を

中
心
と
す
る
。
そ
の
中
の
一
群
の
請
飯
文
書
は
太
政
官
の
各
部
署
か
ら
太
政
官

虜
家
に
常
食
の
飯
を
請
求
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は

す
で
に

『
長
岡
京
木
簡

】
時
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
の
刊
行
以
後
、
研

坐
Ｈ
Ｈ
ｕ

二 条 大 路

L13

Π

＝

ｈ

Ｕ

書撒y
L89137

間
小
路
　
十

Ｂ

L8566 八町

同

導
~              ~¬

i

第 1図 左京三条二坊八町遺構略図(『長岡京本簡二』より)



究
・調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
訂
正
す
べ
き
点
も
出
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
『
長

岡
京
木
街
一
一４叶
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
同
書
を
参
照
し
な
が
ら
遺
構
な

ど
に
つ
い
て
述

べ
る
。

（５
）

左
京
三
条
二
坊
八
町
と
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一　
長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
八
町
に
関

係
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
左
京
第

一
三
、
三
二
十

一
。
二
、
五

一
、
九
五
、
二
〇

八
次
、
第
八
五
六
六

・
八
九

一
三
七
次
立
会
調
査
の
七
回
の
調
査
が
行
わ
れ
、

町
西
南
隅
で
町
西
辺
大
垣
の
東
側
溝
ｓ
Ｄ
五
二
〇
二
を

（左
京
第
八
五
六
六
次
立

会
調
査
）
、
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
の
位
置
す
る
町
東
辺
の
中
央
部
で
、
八
町
と
東
隣
す

る
九
町
の
間
の
坊
間
小
路
の
西
側
溝
ｓ
Ｄ
三
二

一
一
・
三
二

一
二
（第
二
二
十
一

次
調
査
）、
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
五

一
〇

一
・
五

一
〇
二

・
五

一
〇
四

・
五

一
〇
五
を
検

出
し
（第
五
一
次
調
査
）
、
町
の
東
西
辺
が
明
ら
か
に
な
っ
た

（第
一
図
）。

Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ａ

・
Ｂ
は
こ
れ
ま
で
右
記
の
調
査
の
う
ち
第
八
五
六
六
次

〔酎
刈
Ⅲ
か
田
雛
＞
ヨ
〕

一

け
ｏ

一

け
ら

一

博
り

一

け
。

一

博
Ｎ

一

け
ｏ

一

僣
ｏ

一

い
ｏ

一

０
“

一

ｏ
博

一

ω
ｏ

一

け
、

ｒ
一
ω

調
査
を
除
く
六
回
の
調
査
で
検
出
し
た
。
現
在
検
出
し
て
い
る
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一

は
、
西
端
が
八
町
中
央
部
西
寄
り
の
地
点
か
ら
始
ま
り
、
東
に
伸
び
て
坊
間
小

路
を
横
断
し
九
町
に
至
り
、
総
延
長
が
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
。
前
記
の

坊
間
小
路
東

。
西
側
溝
は
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
に
合
流
す
る
。
『
長
岡
京

木
簡

一
』
で
は
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ａ

・
Ｂ
は
同
位
置
で
重
複
す
る
人
工
的
な
溝

と
考
え
て
い
た
が
、
左
京
第
二
〇
八
次
調
査
に
よ
っ
て
Ｂ
が
町
の
南
北
二
等
分

線
上
の
真
東
西
方
向
の
人
工
的
な
溝
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ａ
は
西
南
西
か
ら

（６
）

東
北
東
に
斜
行
す
る
自
然
の
流
路
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
Ａ
も
Ｂ

も
水
は
西
か
ら
東
に
流
れ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
請
飯
文
書
は
第

一
三
次
、
第
二
二
十

一
次
調
査
で
出
土

し
て
い
る
の
で
、
両
調
査
の
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
に
つ
い
て
述
べ
る

（第
二
図
）。
第

一
三
次
調
査
区
は
八
町
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
第
二
二
十

一
次
調
査
は
そ

〔糾
――
雛
淋
団
テ
誤
〕
い辞
目
〕

文書木簡はいつ廃棄されるか
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淋

］
図
　
∽
∪
Ｓ
自
離
離
図

（『和
国
刈
排
醜
――
』
野
づ
）
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左
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形 孔

第
一
表

請

飯

文

層
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第
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点数 1 24 1 2 1 嵐

％ 3 83 3 7 3 
土

篇
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文書木簡はいつ廃棄されるか

○ ○ ○ ○

九 一 一 一

○ 九 八 九
× × × ×

六 五 四 四

飯
難
升

飯
四
升

飯
四
升

飯
弐
斗

六
月
十
五
日

六
月
十
九
日

□
月
十
三
日

槍

・
板

檜

。
板

檜

・
板

檜

・
板

一
六

四

×

一
八

四

×

一
六

四

×

公
一〇
九
）
×

軽

間

嶋

扮

軽

間

嶋

粉

軽

間

嶋

粉

れ
か
ら
東
に
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
間
を
あ
け
て
設
け
ら
れ
、
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
は

前
者
で
二

一
区
を
二
八
配
に
わ
た
っ
て
約
二
三
メ
ー
ト
ル
、
後
者
で
三
五
区
ｉ

四
五
区
に
わ
た
っ
て
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
検
出
し
た
。
後
者
の
調
査
区
の
東
端

で
坊
間
小
路
の
西
側
溝
ｓ
Ｄ
三
二

一
一
・
三
二

一
二
が
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
に
合
流

し
、
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
は
そ
の
合
流
点
の
西

（四
四
区
以
西
）
が
八
町
の
中
で
、
そ

の
東
は
坊
間
小
路
路
面
に
な
る
。
両
調
査
区
で
は
Ａ
と
Ｂ
が
ほ
ぼ
重
複
し
、
第

一
三
次
調
査
区
で
は
、
Ａ
は
幅
三

。
二
ｉ
三

。
九
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
六
〇
セ

ン
チ
の
素
掘
溝
で
あ
る
。
Ｂ
は
両
岸
を
杭
と
側
板
で
護
岸
し
た
溝
で
、
Ａ
の
両

岸
の
内
側
で
、
Ａ
の
水
流
に
よ
る
自
然
堆
積
層
の
上
か
ら
杭
を
打
ち
そ
の
外
側

に
側
板
を
当
て
そ
の
外
側
を
埋
め
て
い
る
。
幅

一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
第
二
二
十

一
次
調
査
区
で
は
状
況
が
異
な
り
、
Ａ
も
Ｂ
も

素
掘
り
溝
で
あ
る
。
両
調
査
区
と
も
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
の
堆
積
層
は
、
Ａ
は
水
流

に
よ
る
自
然
堆
積
、
Ｂ
は

一
時
期
に
埋
め
立
て
た
上
で
、
そ
の
中
に
木
簡
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
遺
物
が
包
含
さ
れ
て
い
た
。
Ｂ
の
こ
の
よ
う
な
出
土
状
況

は
重
要
で
、
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
は

一
括
廃
棄
さ
れ
、
相
互
に
関
係
す

る
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
。
木
簡
の
出
土
点
数
は
第

一
三
次
調
査
区
で
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
Ｉ
Ａ
か
ら
九
点
、
Ｂ
か
ら
二
〇
六
点
、
第
二
二
十

一
次
調
査
区
で
Ａ

２３

。
Ｂ

２４

・
Ｂ

２２

・
Ｂ

２３

・
Ｂ

か
ら
二
八
点
、
Ｂ
か
ら
六
五
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
お
よ
び

八
町
西
南
隅
の
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
二
の
出
土
木
筒
は
、
内
容
的
に
み
て
太
政
官
虜
家

か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
八
町
が
太
政
官
厨
家
の
所
在
地
と

（８
）

推
定
さ
れ
た
。

請
飯
文
書
の
出
土
状
況
　
問
題
の
一
群
の
請
飯
文
書
が
延
暦
八
年

（七
八
九
）

八
月
か
ら
九
年

（七
九
〇
）
六
月
ま
で
の
十

一
カ
月
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
本

論
の
基
礎
に
な
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
出
土
状
況
、
書
式

・
記
載
内
容
の

共
通
性
な
ど
か
ら
論
証
す
る
こ
と
に
す
る
。
第

一
三
次

。
三
二
十

一
次
調
査
の

Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
か
ら
、
断
簡
も
含
め
て
同
類
の
請
飯
文
書
が
二
九
点
出
土

し
て
い
る

（第
一
莉
士
　
一剛
者
か
ら
二
八
点
、

後
者
か
ら

一
点
で
あ
る
。　
小
地

区
毎
の
出
上
分
布
を
み
る
と
第
二
表
の
よ
う
で
、
前
者
で
は
二
三
区
が
二
四
点

（八
一一一％
）
で
集
中
し
、
そ
の
東
西
の
二
二
区
ｉ
二
五
区
か
ら
出
土
す
る
。
こ
の

出
土
状
況
か
ら
こ
の
二
八
点
は
き
わ
め
て

一
括
性
の
強
い
も
の
で
、

一
括
し
て

廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
本
来

一
括
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

後
者
で
は
前
者
の
出
土
地
点
か
ら
約
四
二
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
四
〇
区
か
ら

一
点

が
出
上
し
て
お
り
、
前
者
と

一
括
で
き
る
も
の
と
は
言
い
に
く
い
が
、
も
と
も

と
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
の
出
土
遺
物
は
同
時
期
の
大
政
官
局
家
か
ら
廃
棄
さ
れ



た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
書
式
か
ら
み
て
も
後
者
の
一
点
も
前
者
の
二
八
点
と
元

来

一
括
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

請
飯
文
書
の
書
式
　
こ
れ
ら
の
請
飯
文
書
は
、
延
暦
八

。
九
年
（七
八
九
。
九

〇
）
に
大
政
官
の
史
生
が
太
政
官
蔚
家

へ
常
食
の
飯
を
請
求
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
九
点
の
請
飯
文
書
は
、
書
式

。
記
載
内
容
に
お
い
て

共
通
性
を
有
し
、
そ
の
上
で
書
式
、
日
付
の
月
の
相
違
に
よ
っ
て
ａ
類

一
五
点
、

ｂ
類

一
四
点
の
二
類
に
分
類
で
き
る
。

ａ
類

　

「請
」
十
支
給
対
象
者
十

「飯
」
＋
升
量
十
日
付
十
署
名

八

・
九

・
十

・
十

一
月

一
四
　
請
書
手
飯
四
升
十
月
三
日
軽
間
嶋
扮

一
〇

考
所
飯
津
升

「〔也

〆

コ

」
日
雅
一宣

〓
西

・
請
飯
津
升
董
口生
料

・　
　
　
十
月
十

「
五
」
日
安
都
笠
主

ｂ
類
　
「請
飯
」
十
升
量
十
日
付
十
署
名

十
二
。
二
。
三

・
四

・
五
・
六
月

一〓
一　
請
飯
四
升
二
月
十
三
日
軽
間
鳴
粉

ａ
類

・
ｂ
類
の
記
載
内
容
の
相
違
は
、
ａ
類
が
飯
の
支
給
対
象
を
記
載
す
る

の
に
対
し
て
、
ｂ
類
が
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ａ
類
に
関
し
て
、
支
給
対
象
は

書
手

一
〇
点
、
写
手

。
書
工

・
書
生
各

一
点
、
考
所
二
点
で
あ
る
。
書
手

。
写

手

・
書
工

・
書
生
は
表
記
こ
そ
異
な
る
が
、
蔓
八
雲
署
名
の
三
点
に
書
手

・
書

工

・
写
手
と
あ
る
こ
と
や

（
一
一
ｔ
一
一こ
、　
同

一
材
か
ら
作
ら
佑
ざ
二
簡
で
、

書
手

・
書
工
と
あ
る
こ
と
か
ら

（
一
四
・
〓
う
、
す
べ
て
同

一
職
で
、
正
史
に

書
生
と
見
え
る
下
級
の
書
記
官
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
考
所
は
太
政
官
に
お

け
る
考
課
事
務
の
た
め
に
置
か
れ
た
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
付
の
中
で
十

一
月
九
日
の
同
日
の
が
二
点
、
ま
た
十
月

一
・
二

・
三
日
、
十
月
十
二

。
十
三

日
、
十

一
月
九

。
十
日
の
連
続
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
書
生

・
考
所
の
日
衆
の
常
食
の
飯
の
請
求
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ａ
類
の
書

式
は
軽
間
嶋
粉
の
署
名
の
九
点
と
墓
八
雲
の
署
名
の
三
点
の
あ
わ
せ
て

一
二
点

は
、
右
記
に
掲
げ
た
書
式
で
あ
る
が
、
支
給
対
象
が
考
所
で
執
筆
者
が
葛
井
千

縄
と
雅
万
呂
の
九

。
一
〇
の
二
点
は

「請
」
字
を
省
き
、
安
都
笠
主
の
署
名
の

三
四
は
支
給
対
象
を

「書
生
料
」
と
し
て
、
升
量
の
下
に
記
し
、
ま
た
他
の
請

飯
文
書
が
後
に
書
か
れ
た
習
書
を
除
い
て

一
面
に
記
す
の
に
対
し
て
、
表
裏
二

面
に
記
載
す
る
な
ど
の
点
で
異
な
り
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
。
し

か
し
、
基
本
的
に
は
ａ
類
は
記
載
内
容
が
右
記
に
掲
げ
た
も
の
で
共
通
す
る
。

ｂ
類
は
破
損
し
て
不
明
の
も
の
を
除
く

一
一
点
が
、
す
べ
て
右
記
の
書
式
で

き
わ
め
て
画

一
的
で
あ
る
。
署
名
者
は
軽
間
嶋
粉
が

一
〇
点
、
鳴
次
が

一
点
で

あ
る
。
嶋
粉
は
古
代
人
名
と
し
て
見
な
れ
な
い
が
、
枡
は
ス
キ
と
訓
じ
、
嶋
次

と
同
名
の
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
鳴
次
の
三
二
は
軽
間
鳴
粉
の
木
簡
と
同
筆

で
は
な
い
翁
長
岡
京
木
簡
一
』
一
四
の
補
注
）。
ｂ
類
の
支
給
対
象
は
ａ
類
で
書
生



の
飯
の
請
求
者
の
軽
間
嶋
粉
が
同
じ
く
請
求
者
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
書
生
で

あ
ろ
う
。
署
名
者
は
ａ
・
ｂ
類
を
通
じ
て
七
人
見
え
る
が
、
彼
ら
は
狭
義
の
大

政
官
と
左

。
右
弁
官
局
の
史
生
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

日
付
の
月
の
連
続
性
　
日
付
に
眼
を
向
け
る
と
、
ａ
類
は
八

。
九

・
十

・
十

一
月
、
ｂ
類
は
十
二

・
二

。
三

・
四

・
五

・
六
月
で
、
ｂ
類
で
正
月
が
欠
け
る

が
そ
れ
ぞ
れ
で
月
が
連
続
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
年
紀
が
記

さ
れ
て
い
る
の
は
ａ
類
の
延
暦
八
年
の
二
点
だ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
月
が

連
続
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
や
は
り
書
式

・
記
載
内
容
に
関
し
て
ａ

類

・
ｂ
類
が
そ
れ
ぞ
れ
共
通
性
あ
る
い
は
画

一
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み

て
、
ａ
。
ｂ
類
の
月
は
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
細
か
く
み
る
と
、
ａ
類
で
日
付
が
十
月

一
・
二

・
三
日
、
十
月
十
二

・
十

三
日
、
十

一
月
九

・
十
日
と
連
続
す
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
二
組

の
同

一
材
か
ら
作
ら
れ
た
木
簡
が
あ
る
こ
と
も
（
一
三
。
一
四
、
二
〇
・
二
こ

日

付
の
連
続
性
の
根
拠
に
な
る
。
従

っ
て
延
暦
八
年
の
二
点
を
含
む
ａ
類
は
、
延

暦
八
年
八
月
ｉ
十

一
月
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
ａ
・
ｂ
類
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
五
点
か
ら
や
は
り
連
続
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
ω
ａ
・
ｂ
の
月
の
連
続
は
、
ａ
ｌ
ｂ
の
順
序
な

ら
ば
連
続
し
、
ｂ
ｌ
ａ
の
順
序
で
も
七
月
を
欠
く
が

一
応
連
続
す
る
こ
と
、
②

前
述
の
よ
う
に
両
者
は

一
括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
①
書
式

・
記
載

内
容
は
支
給
対
象
を
別
に
す
れ
ば
、
基
本
的
に

「請

・
飯
十
升
量
十
日
付
十
署

名
」
と
い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と
、
①
さ
ら
に
升
量
が
九
の
参
升
、
三
三
の
弐

斗
の
二
点
を
除
き
、　
二
六
点
が
四

（寒
）
升
で
あ
り
、
ま
た
三
四
の
表
一異
記
載

の
一
点
を
除
き

一
面
記
載
で
あ
る
な
ど
細
か
な
点
で
も
共
通
性
が
み
ら
れ
る
こ

と
、
⑤
署
名
者
に
両
者
に
わ
た
っ
て
軽
間
鳴
粉
が
み
ら
れ
る
こ
と
の
五
点
で
あ

ゼＯ
。そ

の
場
合
ａ
・
ｂ
類
の
順
序
と
し
て
、
第

一
表
の
よ
う
に
ａ
ｌ
ｂ
の
順
序
と

す
る
④
案
と
、
ｂ
ｌ
ａ
の
順
序
と
す
る
ω
案
が
考
え
ら
れ
る
。
ａ
・
ｂ
類
の
期

間
は
④
に
よ
れ
ば
延
暦
八
年
八
月
ｉ
九
年
六
月
、
ω
に
よ
れ
ば
七
月
を
欠
く
が

延
暦
七
年
十
二
月
を
八
年
十

一
月
と
な
る
が
、
④
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

根
拠
は
、

一
つ
に
は
溝
Ｂ
の
出
土
木
簡
の
年
紀
が
延
暦
八

。
九
年
を
中
心
と
す

る
も
の
で
④
の
期
間
に
一
致
す
る
こ
と
、
二
つ
に
は
両
類
に
見
え
る
軽
間
鳴
粉

が
④
な
ら
ば
連
続
す
る
が
、
ω
で
は
連
続
し
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
第

一
三
次
調
査
区
の
Ｓ
Ｄ
一
三
〇

一

Ｉ
Ｂ
か
ら
出
土
し
た
年
紀
の
あ
る
木
簡
、
推
定
で
き
る
木
簡
は
次
の
通
り
で
あ

る

（第
二
二
十
一
次
調
査
で
は
年
紀
の
あ
る
木
簡
は
出
上
し
て
い
な
い
）。　
全
二
一
一点

あ
り
、
そ
の
う
ち
延
暦
八
年
が

一
四
点

（一ハ
四
％
）
、
同
九
年
が
七
点

（一≡
一％
）

で
、
期
間
は
延
暦
八
年
三
月
か
ら
九
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
で
、
ほ
か
に
延
暦

二

。
三
年

（七
八
三
・
四
）
の
題
鉄
軸
が

一
点

（四
％
）
あ
る
。
題
鉄
軸
は
文
書
の

保
存
に
用
い
ら
れ
他
に
比
べ
て
年
紀
が
古
く
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
除
外
し
て

考
え
て
よ
い
。
従

っ
て
Ｓ
Ｂ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
の
出
上
の
木
簡
は
延
暦
八

。
九
年

の
も
の
で
、
同
九
年
五
月
以
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
れ
ば
ａ
・
ｂ
類
の
順
序
は
④
案
が
妥
当
で
あ
る
。

文書木簡はいつ廃棄されるか
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以
上
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
日
付
の
月
が
連
続
す
る
ａ
ｏ
ｂ
類
の
請
飯
文

書
は
、
ａ
ｌ
ｂ
の
順
序
に
連
続
し
、
延
暦
八
年
八
月
か
ら
九
年
六
月
ま
で
の
十

一
カ
月
間
の
木
簡
群
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
九
年
正
月

・
関
三
月
分
が

み
え
な
い
。

ａ
。
ｂ
類
の
時
期
が
以
上
の
通
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
両
類
の
書
式

・

記
載
内
容
の
相
違
、
す
な
わ
ち
支
給
対
象
記
載
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
ａ
類
の

時
期
に
は
飯
の
支
給
対
象
が
考
所
と
書
生
の
複
数
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
区
別
す

る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
上
執
筆
者
も
五
人
と
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ｂ
類
の

時
期
に
は
支
給
対
象
が
単

一
で
、
そ
の
上
執
筆
者
が
二
人
あ
る
い
は

一
人
で
あ

っ
た
の
で
、
支
給
対
象
を
省
略
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
書
式
が
ａ
類
は

パ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
り
、
ｂ
類
が
画

一
的
な
の
は
執
筆
者
が
ａ
類
は
多
い
の
に
対

し
て
、
ｂ
類
は
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

保
管
さ
れ
た
木
簡
と
出
土
し
た
木
簡
　
現
在
出
上
し
て
い
る
木
簡
が
、
も
と

も
と
保
管
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
木
筒
の
す
べ
て
に
当
た
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

日
付
で
は
欠
け
て
い
る
月
が
あ
り
、
出
上
し
た
木
衝
の
日
付
に
何
ら
の
規
則
性

も
み
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
は
本
来
保
管

・
廃
棄
さ
れ
た
も
の
の
一
部
が
出

上
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
連
続
す
る
日
付
の
も
の
が

あ
り
、
日
々
の
常
食
の
請
求
と
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
毎
日
請
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。十

一
カ
月
間
と
い
う
の
も
中
途
半
端
で
、
本
来
は

一
年
間
分
が
保
管
さ
れ
廃

棄
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
年
間
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
案
＝
延

暦
八
年
八
月
―
九
年
七
月
と
、
Ⅱ
案
＝
延
暦
八
年
七
月
ぞ
九
年
六
月
の
二
案
が

想
定
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
七
月
分
が
欠
け
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
最
後
に
す
る
か
最
初
に
す
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

小
　
結
　
予七
⊆
で
請
飯
文
書
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
①
長
岡
京
左

京
三
条
二
坊
八
町
は
太
政
官
蔚
家
の
所
在
地
と
推
定
さ
れ
、
そ
こ
の
東
西
溝
ｓ

Ｄ
一
三
〇

一
Ｉ
Ｂ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
は
、
官
間
家
か

ら

一
括
し
て
廃
棄
さ
れ
埋
め
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
②
そ
の
中
の
二
九
点

の
請
飯
文
書
木
簡
は
、
同

一
地
区
か
ら
集
中
し
て
出
土
す
る
こ
と
、
書
式
が
ａ

・
ｂ
二
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、
共
通
し
た
書
式

・
記
載
内
容
を
有
す
る
こ
と
な

ど
か
ら
同
類
の
一
括
で
き
る
木
簡
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
狭
義
の
太
政
官
ま
た
は

弁
官
局
の
史
生
が
、
書
生

。
考
所
の
日
々
の
常
食
の
飯
を
太
政
官
虜
家
に
請
求

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
③
請
飯
文
書
の
日
付
の
月
は
ほ
ぼ
連
続
し
、
こ
れ

ら
の
文
書
は
延
暦
八
年
八
月
か
ら
九
年
六
月
ま
で
の
十

一
カ
月
の
も
の
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
九
年
正
月
、
閏
三
月
の
分
は
欠
け
て
い
る
。
①
現
在

出
土
し
て
い
る
木
簡
は
本
来
保
管

。
廃
棄
さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
本
来

保
管
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
の
は
七
月
分
を
補

っ
た

一
年
間
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一

年
間
は
、
Ｉ
案
Ｈ
延
暦
八
年
八
月
ｉ
九
年
七
月
と
、
Ⅱ
案
＝
延
暦
八
年
七
月
ぞ

九
年
六
月
の
二
案
が
想
定
で
き
る
。

こ
こ
に
同
類
の
文
書
衝
の
一
年
間
分
が

一
括
し
て
廃
棄
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
実
例
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
書
木
簡
は

一
年
間
分
が
集

積
さ
れ
て
廃
棄
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
文
書
木
簡
の
保
存
期
間
を
考
え
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文書木簡はいつ廃棄されるか

る
材
料
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
た
め
に

は
次
の
二
点
の
問
題
が
あ
る
。　
一
つ
は

一
年
間
分
が
集
積

・
保
管
さ
れ
た
も
の

は
す
ぐ
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
数
年
保

管
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二
つ
は
こ
の

個
別
的
事
例
が
ど
の
程
度

一
般
化
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
集

積
さ
れ
た

一
年
間
分
が
、
何
故
八
月
？
七
月
あ
る
い
は
七
月
ｉ
六
月
な
の
か
に

つ
い
て
律
令
制
に
お
け
る
年
度
の
点
か
ら
考
え
、　
一
年
間
分
が

一
括
廃
棄
さ
れ

た
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
考
察
を
進
め
る
。

〓
一　
律
令
制
に
お
け
る
年
度

律
令
制
の
政
務
運
営
上
の
単
位
と
な
る

一
年
間
、
す
な
わ
ち
年
度
に
は
、
暦

年
ど
お
り
正
月

一
日
を
十
二
月
末
日
を

一
年
度
と
す
る
も
の
と
、
前
年
八
月

一

日
ｉ
当
年
七
月
末
日
を

一
年
度
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
前
記
の
請
販
文
書
の
一

年
間
は
後
者
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
年
度
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
⑪
考
課
、
②
季
禄
、
０
公
文
書
の
計
会
の
三
つ
で
あ
る
。

考
課
と
季
禄
　
官
人
の
考
課
に
つ
い
て
は
、
勤
務
評
定
の
対
象
と
さ
れ
、
考

第
を
得
る
た
め
の
前
提
と
な
る
上
回
数
を
計
え
る
期
間
が
こ
の
前
年
八
月

一
日

ｉ
当
年
七
月
末
日
の
一
年
間
で
あ
る
。
考
課
令
１
内
外
官
条
に
よ
れ
ば
、
毎
年

各
官
司
で
は
長
官
が
記
録
さ
れ
た

「
一
年
功
過
行
能
」
に
よ
っ
て
そ
の
属
官
の

考
第
を
八
月
三
十
日
以
前
に
校
定
し
、
そ
れ
ら
を
記
し
た
考
文
を
京
官

。
畿
内

国
司
は
十
月

一
日
に
、
外
国
国
司
は
十

一
月

一
日
に
太
政
官
に
申
送
す
る
と
定

め
、
『
令
集
解
』
同
条
の
讃
記
に
よ
れ
ば

「
一
年
」
と
は
去
年
八
月

一
日
か
ら
今

年
七
月
三
十
日
ま
で
で
あ
る
と
す
る
。
考
課
令
５９
内
外
初
位
条
に
は
考
課
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
上
日
数
を
、
長
上
官
は
三
百
四
十
日
、
分
番
官
は
百
四
十

日
、
帳
内

・
資
人
は
三
百
日
と
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
上
日
を
計
え

る
の
は
こ
の
期
間
の
一
年
で
あ
る
。

季
禄
は
、
禄
令
１
給
季
禄
条
に
よ
れ
ば
、
在
京
職
事
官
、
大
宰
府
官
、
壱
岐
・

対
馬
島
司
に
年
二
回
半
年
毎
に
二
月
に
春
夏
禄
、
八
月
に
秋
冬
禄
を
支
給
す
る
。

支
給
さ
れ
る
た
め
に
は
官
人
は
そ
れ
ぞ
れ
半
年
に
百
二
十
日
以
上
の
上
日
が
必

要
で
あ
り
、
そ
の
上
日
計
算
の
期
間
が
、
春
夏
禄
は
八
月
か
ら
正
月
、
秋
冬
禄

は
二
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
で
あ
る
。
季
禄
は
半
年
毎
に
な
っ
て
い
る
が
、
通

年
で
み
れ
ば
や
は
り
八
月

一
日
ｉ
七
月
末
日
が

一
年
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
。

季
禄
は
上
日
が
支
給
の
条
件
で
あ
る
の
で
、
考
課
の
一
年
度
に
あ
わ
せ
て
、
半

年
に
区
切

っ
た
の
で
あ
る
。

計
会
制
度
　
公
文
書
の
計
会
制
度
と
は
、
在
京
諸
官
司

。
諸
国
が
毎
年

一
年

間
に
授
受
し
た
公
文
書
を
記
録
し
た
計
会
帳
を
太
政
官
に
申
送
し
、
太
政
官
も

自
ら
計
会
帳
を
作
成
し
、
在
京
諸
司

。
諸
国
の
計
会
帳
を
対
勘
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
官
司
相
互
に
授
受
さ
れ
た
公
文
書
が
確
実
に
伝
達
さ
れ
た
か
否
か
を

確
認
す
る
制
度
で
あ
り
、
計
会
帳
に
登
載
さ
れ
る
公
文
書
の
一
年
間
が
前
年
八

月

一
日
を
当
年
七
月
末
日
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
早
川
庄
八
氏
、（Ｈ
）

瀧
川
政
次
郎
氏
の
先
駆
的
な
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
い
く

つ
か
の
研
究
が
あ
り
、



計
会
帳
に
登
載
す
る
文
書
の
内
容
や
制
度
の
目
的
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
見
解

が
対
立
し
て
い
る
が
、
近
年
山
下
有
美
氏
が
、
早
川
氏
の
律
令
制
文
書
主
義
の

観
点
を
継
承
し
て
、
令
条
に
定
め
る
計
会
帳
の
構
造
、
計
会
制
度
の
目
的
、
唐

制
と
の
比
較
に
よ
る
文
書
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
日
本
計
会
制
度
の
特
質
な

ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た

（注
２
論
文
）。
こ
こ
で
は
主
に
山
下
論
文
に
よ
り

な
が
ら
少
し
詳
し
く
計
会
制
度
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

計
会
制
度
は
公
式
令
１９
計
会
式
条
、
２０
諸
国
会
式
条
、
２．
諸
司
会
式
条
、
お

よ
び
・３
符
式
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
早
川

・
山
下
両
氏
に
よ
れ
ば
、
計
会
制

度
は
各
官
司
相
互
に
授
受
さ
れ
た
公
文
書
が
確
実
に
伝
達
さ
れ
た
か
否
か
を
確

認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
い
日
常
の
文
書
行
政
を
把
握
し
徹
底
さ
せ

る
装
置
で
あ
る
。
太
政
官
、
在
京
諸
司
、
諸
国
が
毎
年
計
会
帳
を
作
成
し
、
計

会
帳
に
そ
れ
ぞ
れ
の
官
司
が

一
年
間
に
授
受
し
た
公
文
書
を
記
載
す
る
。
計
会

帳
に
記
載
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
氏
、
寒
川
照
雄
氏
は
限
定
さ
れ
た

内
容
の
文
書
と
す
る
が
、
山
下
氏
の
説
く
よ
う
に
官
司
間
に
授
受
さ
れ
た
あ
ら

ゆ
る
内
容
の
公
文
書
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
諸
国
、
在
京
諸
官
司
の
計
会

帳
は
太
政
官
に
進
上
さ
れ
、
太
政
官
が
勘
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
文
書
の

伝
達
が
行
わ
れ
た
か
否
か
が
確
認
さ
れ
る
。

計
会
作
業
の
詳
細
は
２．
諸
司
会
式
条
に
定
め
ら
れ
、
養
老
令
と
大
宝
令
で
違

い
が
あ
る
が
、
先
ず
養
老
令
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ω
計
会
の
対
象
と

な
る

一
年
間
は
前
年
の
八
月

一
日
か
ら
董
年
の
七
月
末
日
ま
で
と
定
め
ら
れ
、

こ
の
一
年
を
計
会
年
度
と
呼
ん
で
い
る
。
天
平
六
年

（七
一一一四
）
出
雲
国
計
会
帳

の
移
部
に
は
同
五
年
七
月
付
け
の
文
書
四
通
が
記
載
さ
れ
、
令
の
規
定
と
矛
盾

す
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
早
川
氏
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
日
付
は

出
雲
国
に
到
着
し
た
日
付
で
は
な
く
発
送
し
た
日
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
は

八
月

一
日
以
降
に
出
雲
国
に
到
着
し
た
の
で
あ
り
、
令
の
規
定
は
遵
守
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
②
各
官
司
で
計
会
帳
の
作
成
を
行
い
、
諸
国
は

朝
集
使
に
付
し
て
太
政
官
に
提
出
す
る
。
提
出
期
限
は
在
京
諸
司
と
畿
内
諸
国

が
十
月

一
日
、
外
国
が
十

一
月

一
日
で
あ
る
。
⑥
弁
官
の
少
弁
と
史
が
在
京
諸

司
の
主
典
と
朝
集
使
を
惣
集
し
て
、
太
政
官
の
計
会
帳
と
諸
司

・
諸
国
の
計
会

帳
の
照
合
す
な
わ
ち

「対
勘
」
を
行
う
。
勘
了
の
期
限
は
十
二
月
上
旬
で
あ
る
。

対
勘
の
結
果

「詐
偽

ノ
隠
漏
」
（計
会
帳
に
故
意
に
記
し
漏
ら
し
た
こ
と
）
が
明
ら

か
に
な
っ
た
場
合
は
事
情
を
追
求
し
て
罰
し
、
「脱
漏
」
が
あ

っ
た
場
合
は
全

体
の
三
割
毎
に
考
第

一
等
を
降
す
。
大
宝
令
で
異
な
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
、
諸
国
は
計
会
帳
を
計
帳
使
に
付
し
て
太
政
官
に
提
出
し
、
提
出

期
限
は
す
べ
て
八
月
末
日
で
あ
る
。
⑤
に
つ
い
て
、
対
勘
に
出
て
く
る
の
は
諸

国
は
朝
集
使
で
は
な
く
計
帳
使
で
、
勘
了
期
限
は
十
月
末
日
で
あ
る
。
脱
漏
は

一
割
毎
に
考
第

一
等
を
降
す
。

計
会
年
度
が
考
課
の
年
度
と
同
じ
な
の
は
、
計
会
制
度
が
考
課
と
関
係
づ
け

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
宝
令
で
は
計
会
の
結
果
が
考
課
に

取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
養
老
令
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
計
会

帳
の
大
政
官

へ
の
提
出
期
限
が
考
文
と
同
じ
で
、
諸
国
は
朝
集
使
が
考
文
と
と

も
に
太
政
官
に
も
た
ら
し
、
太
政
官
の
対
勘
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て



文書木簡はいつ廃棄されるか

考
課
の
年
度
を
中
心
に
し
て
季
禄
支
給
、
公
文
奮
の
計
会
が
同
じ
年
度
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
。
正
税
帳
は
こ
の
期
間
を
一
年
度
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
諸
国

(12) 

の
会
計
年
度
と
考
え
ら
れ
る
。

文
書
木
簡
の
廃
棄
と
計
会
制
度

太
政
官
厨
家
の
請
飯
文
書
の
木
簡
の
保

管
・
廃
棄
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
が
延
暦
八
年
八
月
か
ら
九
年

八
月
一
日
か
ら
七
月
末
日
ま
で
と
、
始
め
の
月
に
つ
い
て
一
致
し
、
終
わ
り
の

月
に
つ
い
て
近
似
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
始
終
の
月
の
一
致
と
近
似
か
ら

み
て
、
請
飯
文
書
が
こ
の
よ
う
に
廃
棄
さ
れ
た
の
は
こ
の
年
度
に
よ
っ
て
、
そ

の
一
年
度
分
が
集
積
・
保
管
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
先
に
請
飯

文
書
は
本
来
一
年
間
分
が
集
積
・
保
管
さ
れ
た
と
し
て
二
案
を
想
定
し
た
が
、

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
年
は
ー
案
1
1
延
暦
八
年
八
月

i

九
年
七
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
書
木
簡
の
こ
の
よ
う
な
一
年
度
単
位
の
集

積
・
保
管
は
、
考
課
・
季
禄
・
計
会
の
三
つ
の
い
ず
れ
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
考
課
は
律
令
官
人
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
年
度
が

官
人
社
会
の
時
間
を
規
制
し
、
文
書
木
商
の
保
管
に
も
関
係
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
文
書
木
簡
の
保
管
は
文
書
管
理
と
い
う
点
で
計
会
制
度

し
か
し
な
が
ら
計
会
制
度
が
請
飯
文
雷
の
木
簡
に
適
用
さ
れ
、
計
会
帳
に
こ

と
よ
り
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
月
ま
で
の
十
一
カ
月
間
分
の
も
の
で
あ
り
、
考
課
・
季
禄
・
計
会
の
年
度
の

な
お
正
月
一
日
か
ら
十
二
月
末
日
ま
で
を
一
年
度
と
す
る
の
は
正
税
帳
で
あ

れ
ら
の
木
簡
が
登
載
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
計
会
制
度
は
官
司

間
で
授
受
さ
れ
る
文
書
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
出
雲
国
・
伊
勢
国
計
会

帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
文
書
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
太
政
官
内
部
に
お

い
て
考
所
な
ど
の
部
局
か
ら
太
政
官
附
家
に
当
て
ら
れ
た
、
日
々
の
常
食
の
請

求
文
書
の
木
簡
は
計
会
帳
に
登
載
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
で
は
計
会
年
度
と
文
書
木
簡
の
保
管
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
文
書
の
計
会
制
度
の
年
度
は
単
に
計
会
と
い
う
こ
と
だ
け
の
年
度
で
は
な

く
、
文
雷
行
政
全
体
の
年
度
と
な
り
、
そ
れ
故
に
請
飯
文
書
の
木
簡
は
そ
の
一

一
年
度
分
が
保
管
さ
れ
る
理
由
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
紙
本
の
文
書
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

文
書
木
簡
と
紙
の
文
書

理
し
て
紙
本
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
東
野
治
之
氏
は
、
正
倉

院
文
書
に
あ
る
写
経
所
の
食
口
帳
（
食
口
案
）
は
食
口
木
簡
を
基
に
作
成
さ
れ
た

(13) 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
食
口
木
簡
は
「
食
口
」
と
し
て
一
日
の

同
様
の
関
係
は
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
造
石
山
寺
所
鉄
用
帳
・
造
石
山
寺

(14)

（

15) 

所
鉄
充
井
作
上
帳
と
、
平
城
宮
跡
出
土
の
鉄
製
品
進
上
の
文
書
木
簡
と
の
間
に

も
指
摘
で
き
る
。
前
者
の
二
帳
簿
は
日
々
の
材
料
の
鉄
の
下
充
と
鉄
製
品
の
製

作
・
進
上
を
記
録
し
た
帳
簿
で
、
前
記
鉄
用
帳
が
草
案
、
作
上
帳
が
そ
の
正
文

た
帳
簿
で
あ
る
が
、
そ
の
一
日
分
の
記
載
様
式
が
食
口
木
簡
と
類
似
す
る
。

食
米
支
給
を
記
録
し
た
木
簡
で
あ
り
、
食
口
帳
は
日
々
の
食
米
支
給
を
記
録
し

い
ら
れ
て
い
る
。

―
つ
は
、
日
々
の
個
別
的
な
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
木
簡
を
整

文
書
木
簡
と
紙
本
の
文
書
は
密
接
に
関
連
し
て
用

年
度
分
が
集
積
・
保
管
さ
れ
た
と
考
え
る
。
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に
当
た
る
。
木
簡
は
製
作
し
た
鉄
製
品
の
進
上
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
用

帳
の

一
日
分
と
木
簡
を
掲
げ
る
。

⑥
造
石
山
寺
所
鉄
用
帳
正
月
十
六
日
分

翁
大
日
本
古
文
書
』
五
十
六
〇
）

（前
略
）

正
月
＝
六
日
下
充
鉄
三
廷
値
崩
斯
暗
一蒜
難
幣
軌
晰

主
典
安
都
宿
祢

領
下
道
主

作
上
年
四
口
重
五
斤
八
両
　
手
斧
願
口
墓
一斤
八
両
　
又
手
斧

一
口
重
十
両

（後
略
）

④
　
。北
□
所
進
挙醜肘歎腫嘘崎
半へ
鰈珂家隻長四寸

・
舘
勝
朝
灌
四
枚
本
受
就
制
三
斤
十
両
損
付
争
新
軒
罰
月
十
三
日
足
嶋

（奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『
平
叛
宮
木
簡
二
』
二
〇
八
三
）

両
者
は
、
本
受
鉄
量

（下
充
さ
れ
た
材
料
の
鉄
ュ尋
、
製
品
と
な

っ
た
実
量

（作

得
旦尋
、
製
造
の
過
程
で
減
じ
た
損
料
な
ど
を
記
載
す
る
点
で

一
致
し
、
こ
の
種

の
帳
簿
は
こ
の
よ
う
な
木
簡
の
集
積
を
基
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
請

飯
文
書
の
木
簡
が
ど
の
よ
う
な
紙
本
の
文
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
か
明
ら
か
で
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
木
簡
が
紙
本
の
文
書
作
成
の
原
資
料
に
な
り
、
木
筒

は
紙
本
の
文
書
の
原
資
料
と
い
う
意
味
で
保
存
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
は
、
紙
本
の
文
書
の
授
受
を
前
提
に
木
簡
が
授
受
さ
れ
る
あ
り
方
で
あ

る
。
『
延
喜
式
』
民
部
式

・
太
政
官
式

（五
七
三
二
三
二
九
頁
）
に
よ
る
と
、
公
根

あ
る
い
は
大
根
は
各
官
司
が
翌
月
分
を
ま
と
め
て
毎
月
十

一
日
に
民
部
省
に
請

求
し
、
十
六
日
に
民
部
省
が
ま
と
め
て
太
政
官
に
申
上
し
、
二
十
日
に
官
符
が

民
部
省
に
下
り
二
十
二
日
に
各
官
司
に
出
給
さ
れ
る
。
正
倉
院
文
書
に
七
十
六

通
残
る
天
平
十
七
年

（七
四
五
）
の
大
根
申
請
文
書
は
、
各
官
司
が
民
部
省
に
請

求
す
る
最
初
の
段
階
の
文
書
に
当
た
続
．
こ
う
し
て
翌
月
分
の
公
根
が
民
部
省

か
ら
各
官
司
に
ま
と
め
て
支
給
さ
れ
、
当
月
に
各
官
司
に
お
い
て
各
人
に
支
給

さ
れ
る
が
、
食
料
請
求
の
木
簡
の
多
く
は
こ
の
官
司
内
で
日
々
の
請
求
に
用
い

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
太
政
官
局
家
の
請
飯
文
書
の
木
簡
は
太
政
官
内
部
に

お
け
る
常
食
の
請
求
で
あ
る
が
、
太
政
官
の
各
部
局
か
ら
官
局
家
に
前
月
に
翌

月
分
全
体
の
請
求
が
紙
本
の
文
書
で
行
わ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
当
月
に
日
々
の

請
求
が
木
筒
で
個
別
的
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
木
簡
は
紙
本
の
文
書
が
個
別
に
実
行
さ
れ
た
証
拠
と
し
て

保
存
す
る
意
味
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
請
飯
文
書
の
木
簡
が

一
年
度
分
集

積

。
無
管
さ
れ
た
理
由
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
あ
り
方
の
い
ず
れ
で
あ

っ
た
か
を

決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
の
あ
り
方
で
も
文
書
木
簡
が
紙
本
の
文
書

に
対
し
て
従
属
的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
て
、
紙
本
の
文
書
の
存
在
を
保
証
す
る

意
味
で
保
存
さ
れ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
つ
の
推
定
に
過
ぎ
な

い
。し

か
し
太
政
官
厨
家
の
請
飯
文
書
の
木
簡
が
、
文
書
の
計
会
年
度
、
さ
ら
に

そ
れ
に
基
づ
く
文
書
行
政
全
体
の
年
度
に
よ
る

一
年
分
が
集
積

・
保
管
さ
れ
、

一
括
し
て
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
な
り
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

273
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
記
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
よ
う
。　
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
集
積

。
保
管
さ
れ
た

一
年
分
が
文
書
行
政

の
年
度
に
基
づ
く
と
い
う
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
れ
か
ら

数
年
間
保
管
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、　
一
年
度
分
が
集
積
さ
れ
る
と
短
時

日
の
う
ち
に

一
括
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
数
年
間
保
管
さ

れ
た
な
ら
ば
、
請
飯
文
書
以
外
の
木
簡
に
よ
り
新
し
い
年
紀
の
木
簡
が
含
ま
れ

そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
二
つ
は
、
こ
の
一
年
分

が
文
書
行
政
の
年
度
と
い
う
制
度
に
よ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
あ

り
方
は
か
な
り

一
般
化
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
こ
の
請
飯
文
書
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
文
書
木
簡
が
作
成
さ
れ

て
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
は
、
長
く
て
も

一
年
間
と
い
う
短
期
間
と
考
え
ら

れ
る
。

お

わ

り

に

迂
遠
な
考
察
を
要
約
し
て
、
む
す
び
と
し
た
い
。

①
公
式
令
と

『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
律
令
制
に
お
け
る

一
般
的
な
紙
本
の

公
文
書
の
保
存
期
間
は
三
年
間
で
あ
る
。
文
書
木
簡
の
保
存
期
間
は
紙
本
の
文

書
よ
り
短
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
三
年
よ
り
短
い
。

②
長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
八
町
の
太
政
官
廊
家
推
定
地
の
東
西
溝
ｓ
Ｄ
一
三

〇

一
Ｉ
Ｂ
か
ら
出
上
し
た
二
九
点
の
請
飯
文
書
の
木
簡
は
、
太
政
官
内
の
部
局

か
ら
太
政
官
虜
家

へ
常
食
の
飯
を
請
求
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
延
暦
八

年
八
月
か
ら
九
年
六
月
ま
で
の
十

一
カ
月
間
の
も
の
で
、
本
来

一
年
間
分
が
集

積

・
保
管
さ
れ
、　
一
括
し
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。

①
律
令
制
の
政
務
運
営
に
お
け
る
年
度
の
一
つ
に
、
前
年
八
月

一
日
か
ら
当

年
七
月
末
日
ま
で
を

一
年
度
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
考
課
、
季
禄
の
支
給
、
公

文
書
の
計
会
が
こ
の
年
度
に
よ
る
。
公
文
書
の
計
会
制
度
は
、
在
京
諸
司
、
諸

国
が
毎
年

一
年
間
に
授
受
し
た
公
文
書
を
記
録
し
た
計
会
帳
を
太
政
官
に
申
送

し
、
太
政
官
も
自
ら
計
会
帳
を
作
成
し
、
在
京
諸
司
、
諸
国
の
計
会
帳
を
勘
会

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
官
司
相
互
に
授
受
さ
れ
た
公
文
書
が
確
実
に
伝
達
さ

れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
制
度
で
あ
る
。

④
延
暦
八
年
八
月
―
九
年
六
月
の
請
飯
文
書
の
木
簡
は
、
そ
の
始
終
の
月
が

計
会
の
年
度
の
そ
れ
ら
に

一
致
あ
る
い
は
近
似
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
計
会
年

度
と
の
関
係
か
ら

一
年
度
分
が
集
積

・
保
管
さ
れ
、
短
時
日
の
う
ち
に

一
括
し

て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
計
会
制
度
が
請
飯
文
書
の
木
簡

に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
計
会
帳
に
登
載
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
計
会
制
度
の

年
度
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
文
書
行
政
の
年
度
と
な

っ
て
い
た
の
で
、
請

飯
文
書
の
木
簡
は
そ
の
一
年
度
分
が
集
積

・
保
管
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
請

飯
文
書
の
木
筒
が
本
来
撮
管
さ
れ
て
い
た
の
は
延
暦
八
年
八
月
ｉ
九
年
七
月
の

一
年
度
分
と
推
測
さ
れ
る
。

⑤
こ
の
請
飯
文
書
の
集
積

・
保
管

。
廃
棄
と
計
会
年
度
す
な
わ
ち
文
書
行
政

の
年
度
と
の
関
係
の
あ
り
方
は
、
文
書
木
簡
に
つ
い
て

一
般
化
で
き
る
と
思
わ



れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
書
木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
期
間
は
長
く
て

も

一
年
間
と
い
う
短
期
間
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

太
政
官
廊
家
の
請
飯
文
書
の
木
簡
は
、
連
続
す
る
十

一
カ
月
の
同
類
の
木
簡

で
あ
る
こ
と
が
論
証
で
き
る
珍
し
い
例
で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
十

一
カ
月
の
始

終
の
月
と
計
会
年
度
の

一
致

・
近
似
を
根
拠
に
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
が
偶
然
の

一
致

。
近
似
で
あ
る
な
ら
ば
崩
れ
る
。
同
類
の
事
例
の
検
出
が
望

ま
れ
る
。

木
筒
は
作
成
さ
れ
機
能
し
、
不
要
に
な

っ
て
廃
棄
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
木
簡

を
考
古
学
的
に
検
討
す
る
場
合
、
出
土
遺
構

。
出
土
状
況
の
検
討
か
ら
出
発
す

る
。
出
土
状
況
に
廃
乗
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
残
る
場
合
と
廃
棄
の
状
況
が
改
変

さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
出
土
状
況
か
ら
廃
乗
の
状
況
を
把
握

・
推
定
す

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
廃
棄
の
状
況
か
ら
、
木
簡
が
機
能
し
て
い
る
状
況
を
推
定

・
復
原
す
る
。
木
簡
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
る
。
従

っ

て
木
簡
研
究
に
お
い
て
、
木
簡
が
ど
の
よ
う
に
廃
棄
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち

廃
棄
論
は
軽
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基

づ
く
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

（
一
九
九
四
年
九
月
稿
了
）

注（１
）

今
泉
隆
雄
「木
簡
と
歴
史
考
古
学
」
翁
日
本
歴
史
考
古
学
を
学
ぶ
（下
送
所
収
、

一
九
八
六
年
）。

（２
）

案
成
条
の
理
解
に
つ
い
て
は
山
下
有
美

「計
会
制
度
と
律
令
文
書
行
政
」
３
日

本
史
研
究
』
三
三
七
、　
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
公
文
書
の
保
管
に
つ
い
て
は
ほ
か

に
倉
庫
令
８
置
公
文
庫
鎖
鍮
条
に
公
文
書
庫
の
鎖
鍮
の
管
理
に
つ
い
て
、
同
令
１１

倉
蔵
文
案
孔
目
条
に
官
人
交
替
に
お
け
る
文
案

。
目
録
の
引
継
に
つ
い
て
規
定
す

ヱ
や

。

（３
）
　

『
長
岡
京
木
簡

一
』
（向
日
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
八
四
年
）
。
遺
構
や
木
簡
の

出
土
状
況
、
概
要
に
つ
い
て
は
、
第
二
章

「
木
簡
の
出
土
遺
構
」
の
一
「
左
京
第

一
三
次
、
同
二
二
十

一
・
二
次
、
同
第
五

一
次
調
査
区
」
、
請
飯
文
書
の
概
要
に

っ
い
て
は
第
二
章

「
溝
ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
出
土
木
簡
の
諸
問
題
」
の
一
「請
飯
文
書
」

を
参
照
。

（４
）

『
長
岡
京
木
簡
二
』
（財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育

委
員
会
、　
一
九
九
二
年
）
。

（５
）
　

『
長
岡
京
木
簡

一
』
で
は
左
京
三
条
二
坊
八
町
は
左
京
二
条
二
坊
六
町
に
当
て

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
条
坊
呼
称
を
二
町
北
に
移
動
さ
せ
る
、
山
中
章
氏

の
長
岡
京
の
新
し
い
条
坊
復
原
案
に
よ
っ
て
左
京
三
条
二
坊
八
町
に
当
て
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た

令
古
代
条
坊
制
論
」
『
考
古
学
研
究
』
三
八
十
四
、
一
九
九
二
年
）
。

（６
）
　

「
長
岡
京
跡
左
京
第
二
〇
八
次

（
７
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
１
７
地
区
）
ぞ
左
京
二
条
二
坊

六
町
―
太
政
官
蔚
家
跡
―
ど
発
掘
調
査
概
報
」

（財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー

・
向
日
市
教
育
委
員
会

『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
八

集
、　
一
九
九
〇
年
）
。
『
長
岡
京
木
簡
二
』
第
二
章
の

〔
二
〕

「
左
京
三
条
二
坊
八

町

（旧
二
条
二
坊
六
町
）
の
調
査
」
。

（７
）

二
三
区
な
ど
の
小
地
区
は
三
メ
ー
ト
ル
間
隔
に
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
。

（８
）

『
長
岡
京
木
簡

一
』
第
三
章
の
五

「
太
政
官
蔚
家
と
木
簡
」
、
『
長
岡
京
木
簡
二
』

序
言
、
第
二
章
の

〔
二
〕
「
左
京
三
条
二
坊
八
町

（旧
二
条
二
坊
六
町
）
の
調
査
」
。

（９
）

『
長
岡
京
木
簡

一
』
付
表
九
に
よ
る
。
同
表
で
は
二
二
三
を
請
飯
文
書
に
入
れ

て
い
る
が
、
断
簡
で
内
容
が
不
明
確
な
の
で
省
く
。

（１０
）

同

一
材
か
ら
作
成
さ
れ
た
木
簡
に
つ
い
て
は
、
『
長
岡
京
木
簡

一
』
第
三
章
の

六

「
木
簡
料
材
の
製
作
方
法
」
参
照
。

（１１
）

早
川
庄
八

「
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
」

（坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
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会
編

『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
、
一
九
六
二
年
）、
瀧
川
政
次
郎

「律
令
の
計
会

制
度
と
計
会
帳
」
翁
律
令
諸
制
及
び
令
外
官
の
研
究
　
法
制
史
論
叢
　
第
四
冊
』

一
九
六
七
年
）、
寒
川
照
雄

「計
会
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
（森
克
己
博
土
古
稀

記
念
会
編
『史
学
論
集
　
対
外
関
係
と
政
治
文
化
　
第
二
　
政
治
と
文
化
　
古
代
。

中
世
編
』
一
九
七
四
年
）。

（・２
）

山
里
純

一
「
地
方
財
政
の
予
算
編
成
と
運
営
単
位
」
翁
律
令
地
方
財
政
史
の
研

究
』
第
二
編
第

重
早
、　
一
九
九

一
年
）。

（・３
）

東
野
治
之

「
工
倉
院
伝
世
木
簡
の
筆
者
」
Ｇ
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』

一

九
七
七
年
）。

（・４
）

鉄
用
帳
は

『
大
日
本
古
文
書
』
五
十
六
〇
ｔ
六
四
、
作
上
帳
は
同
一
五
十
二
九

二
ｔ
三
〇
六
。
両
帳
に
つ
い
て
は
、
福
山
敏
男

「奈
良
時
代
に
お
け
る
石
山
寺
の

造
営
」

３
日
本
建
築
史
の
研
究
』

一
九
四
三
年
）、
岡
藤
良
敬

『
日
本
古
代
造
営

史
料
の
復
原
研
究
』
第

一
〇
章
鉄
充
井
作
上
帳

（鉄
帳
）
全

九
八
五
年
）
参
照
。

（・５
）

『
平
成
宮
木
簡
二
』
二
〇
八
三
。
同
補
注
参
照

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

一
九
七
五
年
）。

（・６
）

山
田
英
雄

「天
平
十
七
年
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
」
翁
日
本
歴
史
』
三
四
一
、　
一

九
七
六
年
）。
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